
青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務

等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

新
旧
対
照
表

※
傍
線
部
分
が
改
正
部
分

新

条

文

旧

条

文

（
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で
定
め
る
事
務
等
）

（
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で
定
め
る
事
務
等
）

第
二
条

略

第
二
条

略

２

略

２

略

３

条
例
別
表
第
一
の
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
業
は
、
私
立
の
高
等
学
校

３

条
例
別
表
第
一
の
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
業
は
、
私
立
の
高
等
学
校

等
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
給
付
及
び
学
び
直
し
支
援
金
の
支
給
に

等
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
給
付
及
び
学
び
直
し
支
援
金
の
支
給
に

関
す
る
事
業
（
以
下
「
私
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
並

関
す
る
事
業
（
以
下
「
私
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
と

び
に
私
立
の
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校

し
、
同
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

の
専
攻
科
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
給
付
及
び
修
学
支
援
金
の
支
給

に
関
す
る
事
業
（
以
下
「
私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
」
と
い

う
。
）
と
し
、
同
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

一
〜
九

略

一
〜
九

略

十

私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付

金
の
給
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
一

私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
受

給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
二

私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
受

給
権
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
三

私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
支

給
の
停
止
若
し
く
は
再
開
の
申
出
の
受
理
、
そ
の
申
出
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
四

私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
支

給
を
受
け
る
事
由
が
消
滅
し
た
者
の
一
覧
表
の
提
出
の
受
理
、
そ
の
提
出



に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
提
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務

十
五

私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
受

給
権
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
事
務

十
六

私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
受

給
権
者
の
授
業
料
を
減
免
し
た
旨
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
七

私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
交

付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
八

私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
支

給
の
状
況
若
し
く
は
実
績
の
報
告
の
受
理
、
そ
の
報
告
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
報
告
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

４
～
９

略

４
～
９

略

条
例
別
表
第
一
の
十
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
業
は
、
国
立
又
は
公
立
の

条
例
別
表
第
一
の
十
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
業
は
、
国
立
又
は
公
立
の

１０

１０

高
等
学
校
等
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
給
付
並
び
に
学
び
直
し
支
援

高
等
学
校
等
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
給
付
並
び
に
学
び
直
し
支
援

金
及
び
標
準
修
業
年
限
超
過
者
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
業
（
以

金
及
び
標
準
修
業
年
限
超
過
者
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
業
（
以

下
「
国
公
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
並
び
に
公
立
の
高

下
「
国
公
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
と
し
、
同
項
の
規

等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
に
係

則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
給
付
及
び
修
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
業

（
以
下
「
公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
と
し
、

同
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

一
〜
十
三

略

一
〜
十
三

略

十
四

公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給

付
金
の
給
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務

十
五

公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
受

給
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
六

公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
受



給
資
格
認
定
申
請
者
一
覧
の
作
成
及
び
提
出
若
し
く
は
そ
の
提
出
の
受

理
、
そ
の
提
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
提
出
に
対
す
る

応
答
に
関
す
る
事
務

十
七

公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
受

給
権
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
八

公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
収

入
状
況
届
出
者
一
覧
の
作
成
及
び
提
出
若
し
く
は
そ
の
提
出
の
受
理
、
そ

の
提
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
提
出
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務

十
九

公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
支

給
の
停
止
若
し
く
は
再
開
の
申
出
の
受
理
、
そ
の
申
出
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二
十

公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
修
学
支
援
金
の
支

給
停
止
申
出
者
一
覧
若
し
く
は
支
給
再
開
申
出
者
一
覧
の
作
成
及
び
提
出

若
し
く
は
そ
の
提
出
の
受
理
、
そ
の
提
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
提
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

（
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事
務
等
）

（
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事
務
等
）

第
三
条

略

第
三
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

条
例
別
表
第
二
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
第
二
条
第
四
項
各

４

条
例
別
表
第
二
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
第
二
条
第
四
項
各

号
（
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
務(

同
項
第
二
号
に
掲

号
（
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
務(

同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
開
始
及
び
外
国

げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
開
始
及
び
外
国

人
に
対
す
る
保
護
の
変
更
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

人
に
対
す
る
保
護
の
変
更
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

事
務
に
限
る
。
）
と
し
、
同
表
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
生
活

事
務
に
限
る
。
）
と
し
、
同
表
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
生
活

保
護
法
第
二
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
外

保
護
法
第
二
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
外

国
人
又
は
同
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
を
受
け
て
い
た
外
国
人
（
以
下

国
人
又
は
同
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
を
受
け
て
い
た
外
国
人
（
以
下

「
外
国
人
要
保
護
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

「
外
国
人
要
保
護
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務

省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
第
十
九
条
第
一
号
ニ
か
ら
リ

省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
第
十
九
条
第
一
号
ニ
か
ら
リ



ま
で
、
ル
か
ら
ワ
ま
で
、
ム
及
び
ヰ
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

ま
で
、
ル
か
ら
ワ
ま
で
、
ラ
及
び
ウ
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

５
～
７

略

５
～
７

略


